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研究成果の概要（和文）：経済的中枢管理機能の立地は、本省庁・省庁出先機関・県庁という行政システムの階層の影
響を受ける。この階層的な立地を特徴とする中枢管理機能の立地を、上場企業の本社・支所、行政機関の地域別集積量
の面から明らかにした。分析とする地域の単位は、人口５万人以上の都市を中心とする都市圏である「定住自立圏」と
した。用いたデータの出所は、「組織図・系統図便覧」「経済センサス」「行政機構図」であり、対象とした時期は、
2000～10年である。中枢管理機能の集積度により、「全オフィス集中型」「本社・支所集中型」「高次支所集中型」「
中位支所集中型」「下位支所集中型」「オフィス立地稀薄地域」の６類型が確認できた。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to quantitatively capture changes in the hierarchical st
ructure of head and branch office location from the viewpoint of the national urban system in Japan from 2
000 to 2010. The data was extracted from the Handbook of Organization Charts and Offices (2001, 2005 and 2
011 editions) published by Diamond Inc. Large businesses tend to have multi-locational organizations and t
o locate their head and branch offices in many cities with preferable locational conditions such as cities
 that offer large market size, ease of information collection, and face-to-face contact, especially with g
overnment agencies. The Administrative Structure Charts published by Institute of Administrative Managemen
t were also utilized to understand the distribution of government agencies because of the importance of th
e location of government organizations on the location of private sector offices.
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様 式

１．研究開始当初の背景

 総務省が
立圏構想」は、人口減少と高齢化社会の到来
が、地方圏（首都、東海、関西の３大都市圏
以外のエリア）において、地域経済を縮小さ
せていく点を指摘している。これに対処する
ために、「集約とネットワーク」をキーワー
ドとし、地方圏への人の流れを創出し、内需
振興を喚起するために、「中心市と周辺市町
村が連携」することで、生活に必要な都市機
能（民間機能・行政機能）を地方圏に重点的
に整備していく方針が打ち出された。指定の
対象となる地域は、地方圏における人口５万
人以上、昼夜間人口比率が１以上の中心都市
を抱える圏域
 分権型社会の受け入れ先として設定され
た「定住自立圏」は、
した定住自立圏構想研究会により報告書が
とりまとめられた。同報告書では、昼夜間人
口比率に基づく圏域設定の根拠となる通勤
圏に関しては、
ている。しかし、通勤など雇用を生み出す核
としての役割を果たしていると考えられる
中枢管理機能の立地についての分析はおこ
なわれていない。
 
２．研究の目的
 全国の市町村を対象とし、中枢管理機能の
集積を定量的に明らかにする。
2010
を対象とし、地域の雇用の核として機能して
いる大企業の本社・支所や行政機関を分析す
ることで、圏域の階層性を明らかにしたい。
都市システム研究では主要都市のみに焦点
があてられてきた中枢管理機能の立地を、人
口 10
まで分析対象を拡げることで、都市システム
論の精緻化をおこなう。

 
３．研究の方法
2011

全上場企業の本社・支所（支社・支店・営業
所・研究所）と省庁・都道府県による出先機
関の立地・配置について、国内の全市町村
（171
た。2012
企業の本社・支所（支社・支店・営業所・研
究所）と省庁・都道府県による出先機関の立
地・配置のデータを加工し、統計処理をおこ
なった。また、韓国、台湾の上場企業の本社・
支所立地のデータについても収集をおこな
った。また、グローバル化の影響により、東
アジアにおける中枢管理機能の立地国とし
て地位が上昇している中国における中枢管
理機能の立地についても、各種資料よりデー
タ収集をおこなった。
データをもとに、その内容を、論文
会報告により、研究成果を公表した。
 

４．研究成果

式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）

１．研究開始当初の背景

総務省が 2008
立圏構想」は、人口減少と高齢化社会の到来
が、地方圏（首都、東海、関西の３大都市圏
以外のエリア）において、地域経済を縮小さ
せていく点を指摘している。これに対処する
ために、「集約とネットワーク」をキーワー
ドとし、地方圏への人の流れを創出し、内需
振興を喚起するために、「中心市と周辺市町
村が連携」することで、生活に必要な都市機
能（民間機能・行政機能）を地方圏に重点的
に整備していく方針が打ち出された。指定の
対象となる地域は、地方圏における人口５万
人以上、昼夜間人口比率が１以上の中心都市
を抱える圏域である。

分権型社会の受け入れ先として設定され
た「定住自立圏」は、
した定住自立圏構想研究会により報告書が
とりまとめられた。同報告書では、昼夜間人
口比率に基づく圏域設定の根拠となる通勤
圏に関しては、243
ている。しかし、通勤など雇用を生み出す核
としての役割を果たしていると考えられる
中枢管理機能の立地についての分析はおこ
なわれていない。

２．研究の目的 
全国の市町村を対象とし、中枢管理機能の

集積を定量的に明らかにする。
2010 年までという
を対象とし、地域の雇用の核として機能して
いる大企業の本社・支所や行政機関を分析す
ることで、圏域の階層性を明らかにしたい。
都市システム研究では主要都市のみに焦点
があてられてきた中枢管理機能の立地を、人

10 万人以下の都市群も含む定住自立圏に
まで分析対象を拡げることで、都市システム
論の精緻化をおこなう。

３．研究の方法 
2011 年度は、2000

全上場企業の本社・支所（支社・支店・営業
所・研究所）と省庁・都道府県による出先機
関の立地・配置について、国内の全市町村
1712 市町村）を対象としてデータを収集し
2012 年度は、

企業の本社・支所（支社・支店・営業所・研
究所）と省庁・都道府県による出先機関の立
地・配置のデータを加工し、統計処理をおこ
なった。また、韓国、台湾の上場企業の本社・
支所立地のデータについても収集をおこな
った。また、グローバル化の影響により、東
アジアにおける中枢管理機能の立地国とし
て地位が上昇している中国における中枢管
理機能の立地についても、各種資料よりデー
タ収集をおこなった。
データをもとに、その内容を、論文
会報告により、研究成果を公表した。

４．研究成果 

Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）

１．研究開始当初の背景 
2008 年 5 月に公表した「定住自

立圏構想」は、人口減少と高齢化社会の到来
が、地方圏（首都、東海、関西の３大都市圏
以外のエリア）において、地域経済を縮小さ
せていく点を指摘している。これに対処する
ために、「集約とネットワーク」をキーワー
ドとし、地方圏への人の流れを創出し、内需
振興を喚起するために、「中心市と周辺市町
村が連携」することで、生活に必要な都市機
能（民間機能・行政機能）を地方圏に重点的
に整備していく方針が打ち出された。指定の
対象となる地域は、地方圏における人口５万
人以上、昼夜間人口比率が１以上の中心都市

である。 
分権型社会の受け入れ先として設定され

た「定住自立圏」は、2008 年
した定住自立圏構想研究会により報告書が
とりまとめられた。同報告書では、昼夜間人
口比率に基づく圏域設定の根拠となる通勤

243 圏の流動実態調査を行っ
ている。しかし、通勤など雇用を生み出す核
としての役割を果たしていると考えられる
中枢管理機能の立地についての分析はおこ
なわれていない。 

 
全国の市町村を対象とし、中枢管理機能の

集積を定量的に明らかにする。
年までという 21 世紀初頭の節目の時期

を対象とし、地域の雇用の核として機能して
いる大企業の本社・支所や行政機関を分析す
ることで、圏域の階層性を明らかにしたい。
都市システム研究では主要都市のみに焦点
があてられてきた中枢管理機能の立地を、人

万人以下の都市群も含む定住自立圏に
まで分析対象を拡げることで、都市システム
論の精緻化をおこなう。 

 
2000 年、2005

全上場企業の本社・支所（支社・支店・営業
所・研究所）と省庁・都道府県による出先機
関の立地・配置について、国内の全市町村

市町村）を対象としてデータを収集し
は、前年度に収集された全上場

企業の本社・支所（支社・支店・営業所・研
究所）と省庁・都道府県による出先機関の立
地・配置のデータを加工し、統計処理をおこ
なった。また、韓国、台湾の上場企業の本社・
支所立地のデータについても収集をおこな
った。また、グローバル化の影響により、東
アジアにおける中枢管理機能の立地国とし
て地位が上昇している中国における中枢管
理機能の立地についても、各種資料よりデー
タ収集をおこなった。2013 年度は、得られた
データをもとに、その内容を、論文
会報告により、研究成果を公表した。

Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）

月に公表した「定住自
立圏構想」は、人口減少と高齢化社会の到来
が、地方圏（首都、東海、関西の３大都市圏
以外のエリア）において、地域経済を縮小さ
せていく点を指摘している。これに対処する
ために、「集約とネットワーク」をキーワー
ドとし、地方圏への人の流れを創出し、内需
振興を喚起するために、「中心市と周辺市町
村が連携」することで、生活に必要な都市機
能（民間機能・行政機能）を地方圏に重点的
に整備していく方針が打ち出された。指定の
対象となる地域は、地方圏における人口５万
人以上、昼夜間人口比率が１以上の中心都市

分権型社会の受け入れ先として設定され
年 1 月から始動

した定住自立圏構想研究会により報告書が
とりまとめられた。同報告書では、昼夜間人
口比率に基づく圏域設定の根拠となる通勤

圏の流動実態調査を行っ
ている。しかし、通勤など雇用を生み出す核
としての役割を果たしていると考えられる
中枢管理機能の立地についての分析はおこ

全国の市町村を対象とし、中枢管理機能の
集積を定量的に明らかにする。2000 年から

頭の節目の時期
を対象とし、地域の雇用の核として機能して
いる大企業の本社・支所や行政機関を分析す
ることで、圏域の階層性を明らかにしたい。
都市システム研究では主要都市のみに焦点
があてられてきた中枢管理機能の立地を、人

万人以下の都市群も含む定住自立圏に
まで分析対象を拡げることで、都市システム

2005 年、2010 年の
全上場企業の本社・支所（支社・支店・営業
所・研究所）と省庁・都道府県による出先機
関の立地・配置について、国内の全市町村

市町村）を対象としてデータを収集し
前年度に収集された全上場

企業の本社・支所（支社・支店・営業所・研
究所）と省庁・都道府県による出先機関の立
地・配置のデータを加工し、統計処理をおこ
なった。また、韓国、台湾の上場企業の本社・
支所立地のデータについても収集をおこな
った。また、グローバル化の影響により、東
アジアにおける中枢管理機能の立地国とし
て地位が上昇している中国における中枢管
理機能の立地についても、各種資料よりデー

年度は、得られた
データをもとに、その内容を、論文執筆・学
会報告により、研究成果を公表した。 

Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

月に公表した「定住自
立圏構想」は、人口減少と高齢化社会の到来
が、地方圏（首都、東海、関西の３大都市圏
以外のエリア）において、地域経済を縮小さ
せていく点を指摘している。これに対処する
ために、「集約とネットワーク」をキーワー
ドとし、地方圏への人の流れを創出し、内需
振興を喚起するために、「中心市と周辺市町
村が連携」することで、生活に必要な都市機
能（民間機能・行政機能）を地方圏に重点的
に整備していく方針が打ち出された。指定の
対象となる地域は、地方圏における人口５万
人以上、昼夜間人口比率が１以上の中心都市

分権型社会の受け入れ先として設定され
月から始動

した定住自立圏構想研究会により報告書が
とりまとめられた。同報告書では、昼夜間人
口比率に基づく圏域設定の根拠となる通勤

圏の流動実態調査を行っ
ている。しかし、通勤など雇用を生み出す核
としての役割を果たしていると考えられる
中枢管理機能の立地についての分析はおこ

全国の市町村を対象とし、中枢管理機能の
年から

頭の節目の時期
を対象とし、地域の雇用の核として機能して
いる大企業の本社・支所や行政機関を分析す
ることで、圏域の階層性を明らかにしたい。
都市システム研究では主要都市のみに焦点
があてられてきた中枢管理機能の立地を、人

万人以下の都市群も含む定住自立圏に
まで分析対象を拡げることで、都市システム

年の
全上場企業の本社・支所（支社・支店・営業
所・研究所）と省庁・都道府県による出先機
関の立地・配置について、国内の全市町村

市町村）を対象としてデータを収集し
前年度に収集された全上場

企業の本社・支所（支社・支店・営業所・研
究所）と省庁・都道府県による出先機関の立
地・配置のデータを加工し、統計処理をおこ
なった。また、韓国、台湾の上場企業の本社・
支所立地のデータについても収集をおこな
った。また、グローバル化の影響により、東
アジアにおける中枢管理機能の立地国とし
て地位が上昇している中国における中枢管
理機能の立地についても、各種資料よりデー

年度は、得られた
執筆・学

（１）中枢管理機能の立地とその増減
収集されたデータをもとに、

枢管理機能再編の立地・配置上の特徴につい
て、都市・生活圏単位で、明らかにした。民
間企業の本社・支所立地については、同時期
は、本社機能については横ばいでありながら、
支所機能は大幅な縮小過程として捉えるこ
とができる。支所の
高速交通網やＩＣＴインフラの全国的整
備・
長期不況によるオフィス維持管理コストの
削減、規制型産業に
出先機関の再編である。これらの条件・要因
が複合的に重なりあって、全国的
が大幅に縮小している。行政的中枢管理機能
の配置に
へ）が出先機関の統廃合をもたらし、その結
果、特定都市における機関のさらなる集中が
おこっている
都市へ集中していることの要因と
機能の強化と権限拡大、縦割り行政解消や事
務作業の削減・
 

図表１
 注：黒塗りの記号は、減少を示す。
  

 
図表２
 注：黒塗りの記号は、減少を示す。

 

（１）中枢管理機能の立地とその増減
収集されたデータをもとに、

枢管理機能再編の立地・配置上の特徴につい
て、都市・生活圏単位で、明らかにした。民
間企業の本社・支所立地については、同時期
は、本社機能については横ばいでありながら、
支所機能は大幅な縮小過程として捉えるこ
とができる。支所の
高速交通網やＩＣＴインフラの全国的整
備・拡張であり、立地要因の変化としては、
長期不況によるオフィス維持管理コストの
削減、規制型産業に
出先機関の再編である。これらの条件・要因
が複合的に重なりあって、全国的
が大幅に縮小している。行政的中枢管理機能
の配置には、省庁再編（
へ）が出先機関の統廃合をもたらし、その結
果、特定都市における機関のさらなる集中が
おこっている。既存の機関が配置されている
都市へ集中していることの要因と
機能の強化と権限拡大、縦割り行政解消や事
務作業の削減・

図表１ 本社立地の増減（
注：黒塗りの記号は、減少を示す。
 

図表２ 支所立地の増減（
注：黒塗りの記号は、減少を示す。

（１）中枢管理機能の立地とその増減
収集されたデータをもとに、

枢管理機能再編の立地・配置上の特徴につい
て、都市・生活圏単位で、明らかにした。民
間企業の本社・支所立地については、同時期
は、本社機能については横ばいでありながら、
支所機能は大幅な縮小過程として捉えるこ
とができる。支所の立地条件の変化としては、
高速交通網やＩＣＴインフラの全国的整

拡張であり、立地要因の変化としては、
長期不況によるオフィス維持管理コストの
削減、規制型産業においては規制主体である
出先機関の再編である。これらの条件・要因
が複合的に重なりあって、全国的
が大幅に縮小している。行政的中枢管理機能

は、省庁再編（22
へ）が出先機関の統廃合をもたらし、その結
果、特定都市における機関のさらなる集中が

。既存の機関が配置されている
都市へ集中していることの要因と
機能の強化と権限拡大、縦割り行政解消や事
務作業の削減・効率化が考えられる。

本社立地の増減（2000
注：黒塗りの記号は、減少を示す。

支所立地の増減（2000
注：黒塗りの記号は、減少を示す。

（１）中枢管理機能の立地とその増減 
収集されたデータをもとに、2000 年代の中

枢管理機能再編の立地・配置上の特徴につい
て、都市・生活圏単位で、明らかにした。民
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体単位で
核とした小規模な生活圏域である。
 高速交通網や情報通信網のグローバルか
つ全国的な整備・拡張
庁再編など複合的な要因が絡み
ってのオフィス立地は再編されている。この
影響を受け
上位のオフィス群に統廃合される傾向が鮮
明になっている。その結果
る Aから
位のオフィス群を統廃合することで既存の
オフィス立地を維持している側面があるが
Dから
うなオフィス立地の増加による成長が見込
めなくなってきている。なかでも
どにみられる生活圏の多くで
減少している要因として
ける雇用の減少が大きくみられる。小規模生
活圏の構造的な問題は、第１に
るほど
図表４
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象とした分析を、藤本（2012）「北東地域に
おける県土構造とオフィス立地」に、執筆し
た。韓国、台湾、中国における行政機関・業
界団体が、民間企業の中枢管理機能立地に与
え る 影響は 、 藤本他 ２ 名（ 2012 ）“ A 
Comparative Analysis of the Locational 
Patterns of Business Associations in China 
– A case study of South Korean, Taiwanese 
and Japanese firms”“The Influence of 
Chinese Local Government on the Location 
of Korean Multi-National Corporations and 
the Role of Korean Chambers : A Case Study 
of Yanbian Area”(7th China-Japan-Korea 
Joint Conference on Geography, 於：中国・
長春市）で、それぞれ口頭報告をおこなった。 
 また、研究計画の申請時には予測されなか
った事象として、2011 年 3月に発生した東日
本大震災・福島第一原発事故が、被災地の中
枢管理機能の立地や都市システムの階層に
与 え た 影 響 に つ い て 、 藤 本 （ 2013 ）
“ Decontamination -Intensive 
Reconstruction Policy in Fukushima Under 
Governmental Budget Constraint After 3.12 
Explosion”、藤本（2013）「東日本大震災に
おける復興予算配分とその空間性」にて、そ
れぞれ執筆した。また、藤本他１名（2013）
で、“The Regional Structure of Fukushima 
after the Great East Japan 
Earthquake”(The Fukushima Disaster 
session、The 2013 AAG Annual Meeting、於：
Los Angeles City、California、U.S.A.)で、
口頭発表をおこなった。また、文化産業・観
光産業が、地方の生活圏の成長に与える影響
に つ い て は 、 藤 本 （ 2012 ）“ Policy 
Implications for Music Cities in Japan”
で、藤本（2012）「喜多方市観光業の裾野拡
大に向けて-産業論の視点から-」で、それぞ
れ執筆した。 
なお、図表１～５の出所は、全て研究代表

者による作成である。 
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